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住生活基本計画（全国計画）の見直し



住生活基本計画（現行：2016年決定） 国土交通省資料より



見直しの経過
} 社会資本整備審議会住宅宅地分科会で審議

} 2019年9月から

} 2020年11月 中間とりまとめ
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/house02_sg_000174.html

} 2021年1月 案の公表（予定）

} パブリックコメント等を経て2021年3月閣議決定予定
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見直しのポイント

} ３つの視点→４つの視点で審議→３つの視点に再編

} 【居住者】【住宅ストック】【産業・地域】
↓

} 【居住者】【住宅ストック】【まちづくり】【産業・新技術】
↓

} 【社会環境の変化】【居住者・コミュニティ】【住宅ストック・産業】

} ８つの目標 → １２の目標 → ８の目標
（現行計画） （中間とりまとめ） （最終案）



居住者の視点







居住者の視点：子育て世帯



居住者の視点：高齢者世帯



居住者の視点：住宅確保用配慮者



居住者の視点：地域や多世代と共生した暮らし



住宅ストックの視点







住宅ストックの視点：住宅供給・住宅の広さ



住宅ストックの視点：既存住宅流通・リフォーム



空き家数の増加 国土交通省資料より

住宅ストックの視点：空き家・ストック管理



空き家の現状（東京都） 国土交通省資料より

住宅ストックの視点：空き家・ストック管理



住宅ストックの視点：空き家・ストック管理



まちづくりの視点





まちづくりの視点：災害と住まい



産業・新技術の視点





産業・新技術の視点：住宅産業・住生活関連産業



産業・新技術の視点：住宅産業・住生活関連産業



産業・新技術の視点：住宅産業・住生活関連産業



産業・新技術の視点：住宅産業・住生活関連産業



新しい住生活基本計画（全国計画）案



結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が
安心して暮らせる住生活の実現

高齢者が自立して暮らすことができる住生活の
実現

住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安
定の確保

住宅すごろくを超える新たな住宅循環システム
の構築

建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅
ストックへの更新

急増する空き家の活用・除却の推進

強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長

住宅地の魅力の維持・向上

子どもを産み育てやすい住まいの実現

高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らし続けられ
る住生活の実現

住宅確保要配慮者が安心して暮らせる居住環境の
整備

柔軟な働き方や新技術の活用による新しい住まい方
の実現

将来世代に継承できる良質な住宅ストックの形成・更
新

良質なストックが市場で評価され、循環するシステム
の構築

魅力の向上や長寿命化に資する既存ストックのリ
フォーム・リノベーションや建替え等の推進

空き家の状況に応じた適切な管理・再生・活用・除却
の一体的推進

居住者の利便性や豊かさを向上させる住生活産業
の発展

将来にわたって災害に強い居住空間の実現

多様な住民や世代が支え合い､いきいきと安心して暮
らせる地域共生社会づくり

持続可能で賑わい・うるおいのある住宅地の形成

８つの目標 → １２の目標
（現行計画） （中間とりまとめ）



子どもを産み育てやすい住まいの実現

高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らし続けられ
る住生活の実現

住宅確保要配慮者が安心して暮らせる居住環境の
整備

柔軟な働き方や新技術の活用による新しい住まい方
の実現

将来世代に継承できる良質な住宅ストックの形成・更
新

良質なストックが市場で評価され、循環するシステム
の構築

魅力の向上や長寿命化に資する既存ストックのリ
フォーム・リノベーションや建替え等の推進

空き家の状況に応じた適切な管理・再生・活用・除却
の一体的推進

居住者の利便性や豊かさを向上させる住生活産業
の発展

将来にわたって災害に強い居住空間の実現

多様な住民や世代が支え合い､いきいきと安心して暮
らせる地域共生社会づくり

持続可能で賑わい・うるおいのある住宅地の形成

１２の目標 → ８の目標
（中間とりまとめ） （最終案）

「新たな日常」やDXの進展等に対応した新
しい住まい方の実現

子どもを産み育てやすい住まいの実現

多様な世代が支え合い、高齢者が健康で安

心して暮らせるコミュニティの形成とまちづく
り

住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセー
フティネット機能の整備

脱炭素社会に向けた住宅循環システムの
構築と良質な住宅ストックの形成

居住者の利便性や豊かさを向上させる住生
活産業の発展

空き家の状況に応じた適切な管理・除却・
利活用の一体的推進

頻発・激甚化する災害新ステージにおける
安全な住宅・住宅地の形成と被災者の住ま
いの確保



社会資本整備審議会第54回住宅宅地分科会（2021年1月18日開催）資料より



社会資本整備審議会第54回住宅宅地分科会（2021年1月18日開催）資料より



社会資本整備審議会第54回住宅宅地分科会（2021年1月18日開催）資料より



社会資本整備審議会第54回住宅宅地分科会（2021年1月18日開催）資料より



社会資本整備審議会第54回住宅宅地分科会（2021年1月18日開催）資料より



社会資本整備審議会第54回住宅宅地分科会（2021年1月18日開催）資料より



「新たな日常」やDXの進展等に対応した
新しい住まい方



居住者の視点：新しい住まい方



居住者の視点：新しい住まい方



居住者の視点：新しい住まい方



社会資本整備審議会第54回住宅宅地分科会（2021年1月18日開催）資料より



社会資本整備審議会第54回住宅宅地分科会（2021年1月18日開催）資料より



社会資本整備審議会第54回住宅宅地分科会（2021年1月18日開催）資料より



社会資本整備審議会第54回住宅宅地分科会（2021年1月18日開催）資料より



居住者の視点：新しい住まい方



居住者の視点：新しい住まい方



居住者の視点：新しい住まい方



居住者の視点：新しい住まい方



居住者の視点：新しい住まい方



居住者の視点：新しい住まい方



社会資本整備審議会第54回住宅宅地分科会（2021年1月18日開催）資料より



ポスト・コロナで都市は変わるか

} 国土の構造（東京への集中）

} 地方の再評価

} 都市構造（コンパクト化、都心への集中）

} 郊外の再評価、分散立地の再評価

} 高密度

} 低密度の要請

} 働く場所（働き方）

} 在宅勤務、テレワーク

全く影響はない
（コロナ以前に
戻る）

大きな影響がある
（コロナ以前とは
全く異なる）



テレワークの今後

} テレワークが不可能な業務形態

} テレワークが可能な業務形態

} 可能なので、今後も続けたい

} 可能だが、今後は続けたくない

} 生産性が低い

} プライベートとの区別がつかない

} テレワークに適した場所がない

} 今は可能でない

} 労務管理の問題

} 通信環境の問題



オフィスはどうなるか？

} 働き方改革の動向

} 新技術の動向（スマート化）

} オフィス需要については、一時的な影響はあるかもしれ
ないが、全体的には影響は小さそう

} 従来型でないオフィス

} 非大部屋型、フリーアドレス、・・・

} 郊外型シェアオフィスの可能性

} オフィスの危機管理

} BCP
} 空間の可変性



居住はどうなるか？

} 郊外居住の見直しのきざし

} 空き家利用

} 郊外型シェアオフィス

} 郊外型駅前再生

} 地方居住の見直しに向けての風向きの変化

} 移動コストの問題

} 通信環境の問題

} いずれもきざし、萌芽的兆候は観察できる

} しかし、本来、ボリュームは小さいので大きな影響とはな
らない

} 郊外や地方の自治体、あるいは市場がこのきざしをうまく利
用するようになれば話は別



都市はどうなるか？

} 公共空間のあり方

} 賑わい、交流の文化はなくならない

} コロナは一過性のもの

} 緊急時の可変性

} 公共空間のBCP

} 公共のあり方

} 高齢化社会と医療

} 都市を再考する機会



頻発・激甚化する災害新ステージにおける
安全な住宅・住宅地の形成



日本における気候変動の状況（降水量）

資料：気候変動監視レポート2019



日本における気候変動の状況（降水量）

資料：気候変動監視レポート2019



平成16年新潟・福島豪雨（撮影：国際興業）



平成26年8月広島豪雨（撮影：国土地理院）



平成27年9月関東・東北豪雨（撮影：国土交通省関東地方整備局）



平成29年7月九州北部豪雨（撮影：国土交通省九州地方整備局）



平成30年7月西日本豪雨（撮影：アジア航測株式会社）



令和元年台風19号（撮影：国土交通省北陸地方整備局）



施設規模を上回る洪水の発生



局地的大雨による被害













まちづくりの視点：災害と住まい







提言の構成

地域ごとの水災害リスクを
まちづくりの観点から評価
し、適切な土地利用のあり
方を考える

「地域の水災害リスクの評
価を踏まえ、リスクが高く
居住や都市機能の立地を
避けるべき地域と、リスク
があっても、防災・減災対
策によりリスクを軽減しつ
つ、一定程度のリスクがあ
ることを認識し、受け止め
たうえで、都市的な土地利
用や居住の誘導などを進
める必要がある地域があ
るという考え方を基本とす
べきである」

ハザード情報の読み解き
を容易にすること









年超過確率 1/150

これから

これまで

年超過確率 1/10

年超過確率 1/100 年超過確率 1/200

○現在は、洪水時の円滑かつ迅速な避難等を図るため、浸水想定区域図において、計画規模の洪水
時に想定される浸水区域、浸水深を示している。

○今後は、これに加えて、洪水等の発生頻度等も踏まえたまちづくり・地域づくりや危機管理対策の検
討に資するよう、現況の安全度を上回る比較的発生頻度の高い外力や、計画規模を上回る外力も対
象としたリスク評価結果を提示する。

○また、リスク評価については洪水（外水）と内水を一体として実施する。

◆洪水（外水）と内水一体となったリスク評価
◆様々な規模における浸水想定

＊図はあくまでイメージであり、浸水

区域や発生確率等については実際
の河川と必ずしも一致しない

下水道か
らの浸水

中小河川

からの浸
水

年超過確率 1/30 年超過確率 1/50

大河川の堤防決
壊による浸水

年超過確率 1/150





本文 Ｐ６

○分後○分後 堤防決壊後○分 堤防決壊後○分

○はん濫水到達時間を考慮した避難確保計画や施設への浸水防止対策等の検討に資するよう、被災
シナリオを設定し、時系列で浸水の広がりを提示する。

◆被災シナリオを設定し、時系列で浸水の広がりを提示
◆地下街への浸水危険個所や医療施設等の重要施設の表示

＊図はあくまでイメージであり、浸水区域や発生確率等については実際の河川と必ずしも一致しない

：工場

：地下鉄駅

：企業、事務所

：防災拠点

：医療施設

：工場

：地下鉄駅

：企業、事務所

：防災拠点

：医療施設

：工場

：地下鉄駅

：企業、事務所

：防災拠点

：医療施設

：工場

：地下鉄駅

：企業、事務所

：防災拠点

：医療施設

・下水道からの浸水が
始まる

・本川・支川とも河川水
位には余裕がある

・支川からの浸水が始
まる

・内水はん濫も各地で生
じている

・本川の堤防決壊による
はん濫が発生

・本川の堤防決壊によるは
ん濫が拡大

・破堤点から離れた地点に
も広がる



資産被害

資産被害が大きくなる浸水深
（例：床上浸水となる約50ｃｍ）

○土地利用や避難計画の検討、住まい方の工夫や施設の耐水化の検討等に資するよう、浸水深だけ
でなく、資産被害や人的被害、ライフラインへの被害が想定される区域や発生確率等を提示する。

ライフラインへの被害

浸水継続時間３日以上：

各家庭における飲料水や食料等の備蓄が尽
きると想定される日数

人的被害

人命に関わる浸水深（例：５ｍ以上） 孤立による被害が想定される
浸水継続時間（例：３日以上）

電力停止の危険のある浸水深（例：70cm～）

木造家屋の
倒壊等限界の試算例

流速
(m/s)

水深(m)

家屋倒壊の危険がある
はん濫水の流体力、河岸浸食

家屋倒壊の
危険のある区域

＊図はあくまでイメージであり、浸水区域や発生確率等に
ついては実際の河川と必ずしも一致しない

床上浸水発生確率

W=1/10 W=1/30 W=1/50
W=1/10

0
W=1/15

0
W=1/20

0



提言の構成

地域ごとの水災害リスクを
まちづくりの観点から評価
し、適切な土地利用のあり
方を考える

「地域の水災害リスクの評
価を踏まえ、リスクが高く
居住や都市機能の立地を
避けるべき地域と、リスク
があっても、防災・減災対
策によりリスクを軽減しつ
つ、一定程度のリスクがあ
ることを認識し、受け止め
たうえで、都市的な土地利
用や居住の誘導などを進
める必要がある地域があ
るという考え方を基本とす
べきである」

ハザード情報の読み解き
を容易にすること

水災害リスクは地域の防
災・減災対策で小さくでき
る変動要素から、まちづく
り上の重要性を考えるに
あたっても、単に人口動向
や立地条件だけから考え
るのではなく、そこでどの
ような防災・減災の取り組
みが可能であり、どのよう
にすれば水災害リスクを
最小化することができるか
を同時に考えることが必要









90

○S34年伊勢湾台風によって名古屋市は、甚大な被害を被った。甚大な被害となったのは、都市計画が
防災を考慮した総合的なものではなかったとの指摘があった。
○この指摘を踏まえ名古屋市は、「名古屋市災害対策要綱」の防災対策事業の一環として「名古屋市災
害危険区域に関する条例」を昭和36年に施行、指定された区域に応じ建築物の1階の床の高さや構造
などを規定している。
※防災区域のさまざまな状況の変化を考慮して見直しが行われ、平成3年に「名古屋市臨海部防災区域建築条例」として改正

「伊勢湾台風災害誌」（復刻）より

■伊勢湾台風 最高浸水水位図

■名古屋市臨海部防災区域図 区
域

1階の床
の高さ
(7条)

構造制限
(8条) 図解

第
1
種
区
域

N･P(+)
4m以上

木造禁止

第
2
種
区
域

N･P(+)
1m以上

2階建以上とすること
(2階以上に1以上の居室設置)

ただし、以下の①から③のいずれかの場
合は平屋建とすることができる
①1階の1以上の居室の床の高さが

N･P(+) 3.5m以上
②同一敷地内に2階建以上の建築物あり
③延べ面積が100m2以内のものは避難
室、避難設備の設置

第
3
種
区
域

N･P(+)
1m以上

なし

第
4
種
区
域

N･P(+)
1m以上

2階建以上とすること
(2階以上に1以上の居室設置)

ただし、以下の①、②のいずれかの場合
は平屋建とすることができる
①1階の1以上の居室の床の高さが

N･P(+)3.5m以上
②同一敷地内に2階建以上の建築物あり

■制限の概要表

名古屋港基準面（N・P(+) 0m ）＝東京湾中東海面（T・P）－1.412m

災害危険区域（愛知県名古屋市 名古屋市臨海部防災区域建設条例）
な ご や な ご や

国土交通省資料より



地区計画により、土地利用に関する規制を実施

「土地利用に関するルールづくり勉強会」
の様子

地区計画の区域

地区整備計画の区域

新規排水機場

T.P.9.8mのルー
ル

高さの低い土地等において、「地区計画」による土地利用に関するルールづくり
を行い、浸水被害を受けにくい家屋の建築を誘導

≪地区計画案イメージ図≫

計画規模1/10洪水の場合、内水対策（ハード対策）実施後も
低い土地等で浸水が生じる想定

土地利用に関するルール
地区計画により「居室の床の高さ」に関するルールを定め、浸水被害を受けにくい家屋の
建築を誘導する。
地区計画にT.P.9.8ｍより低い床の高さの家屋の建築を防止を定める。
（※当地区で床の高さの最も低い家屋が約T.P.9.8ｍであることより）

TP 9.8m

地区計画（広島県広島市 矢口川下流部周辺地区 地区計画）
ひ ろ し ま や ぐ ち

国土交通省資料より



移転に対する支援

} 土砂災害特別警戒区域からの移転

} 住宅金融支援機構による地すべり等関連住宅融資

} 移転勧告に基づく家屋の移転、代替住宅の建設、土地の取得等に
必要な資金の融資

} 住宅・建築物安全ストック形成事業による補助（社会資本整
備総合交付金）

} 構造基準に適合していない住宅（既存不適格住宅）を特別警
戒区域から移転し、代替家屋の建設を行うものに対し、危険
住宅の除去等に要する費用及び危険住宅に変わる住宅の建
設に要する費用の一部が補助







おわりに

} いずれも「リスクと共に住まう」ということ

} 感染症は10年に1回
} 水災害も100年に1回から30年に1回、10年に1回へ

} リスクの頻度が住まいの時間スケールに入ってきている

} リスク情報の重要性

} リスクを評価すること

ポスト・コロナの「新しい日常」

頻発化・激甚化する災害



ご清聴ありがとうございました


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	見直しの経過
	見直しのポイント
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	空き家数の増加
	空き家の現状（東京都）
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	スライド番号 53
	ポスト・コロナで都市は変わるか
	テレワークの今後
	オフィスはどうなるか？
	居住はどうなるか？
	都市はどうなるか？
	スライド番号 59
	日本における気候変動の状況（降水量）
	日本における気候変動の状況（降水量）
	スライド番号 62
	スライド番号 63
	スライド番号 64
	スライド番号 65
	スライド番号 66
	スライド番号 67
	施設規模を上回る洪水の発生
	局地的大雨による被害
	スライド番号 70
	スライド番号 71
	スライド番号 72
	スライド番号 73
	スライド番号 74
	スライド番号 75
	スライド番号 76
	スライド番号 77
	提言の構成
	スライド番号 79
	スライド番号 80
	スライド番号 81
	スライド番号 82
	スライド番号 83
	スライド番号 84
	スライド番号 85
	提言の構成
	スライド番号 87
	スライド番号 88
	スライド番号 89
	スライド番号 90
	スライド番号 91
	移転に対する支援
	スライド番号 93
	スライド番号 94
	おわりに
	スライド番号 96

